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久留米市水道料金制度の課題について

１．料金統一の必要性

２．最近の水需要と料金収入（調定金額）の
傾向

３．旧久留米の料金体系の特徴

４．水道料金の仕組み
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合併協議会における調整内容

城島町及び三潴町の上水道事業については、久留米市に統合する。

北野町については、新市として三井水道企業団に加入し、その後の
　あり方については三井水道企業団と調整する。

城島町及び三潴町の上水道事業については、久留米市に統合する。

北野町については、新市として三井水道企業団に加入し、その後の
　あり方については三井水道企業団と調整する。

料金体系については、現行の料金体系を継続し、　
　合併後３年を目途に統一に向けた調整を行う。

料金体系については、現行の料金体系を継続し、　
　合併後３年を目途に統一に向けた調整を行う。

上水道事業計画について上水道事業計画について

料金体系について料金体系について

平成１７年合併平成１７年合併 平成２０年平成２０年３年３年
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久留米市の料金体系

●　口径別
●　二部料金制

●　口径別
●　二部料金制

●基本水量有り
（13mm～25mmのみ）

●基本水量有り
（13mm～25mmのみ） ●　逓増型●　逓増型

●　用途別
●　二部料金制

●　用途別
●　二部料金制 ●基本水量有り●基本水量有り ●　均一型●　均一型城島地区城島地区

旧久留米地区旧久留米地区

三潴地区三潴地区 ●基本水量有り●基本水量有り ●　均一型●　均一型●　用途別
●　二部料金制

●　用途別
●　二部料金制

料金体系料金体系
基本料金基本料金 従量料金従量料金

料金構成料金構成
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城島地区水道料金

基本料金

（１月につき）

従量料金

（１月につき）

基本水量 料金 １㎥につき

口径13㎜及び20㎜ 10㎥まで 1,380円 175円

上記以外 8㎥まで 1,380円 175円

学校用 50㎥まで 8,600円 175円

公民分館用 2㎥まで 340円 175円

一般用

用途

税込み税込み
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三潴地区水道料金

基本料金

（１月につき）

従量料金

（１月につき）

基本水量 料金 １㎥につき

口径13㎜及び20㎜ 10㎥まで 1,440円 180円

上記以外 8㎥まで 1,440円 180円

官公署・病院用 15㎥まで 2,700円 180円

学校・工業用 100㎥まで 18,000円 180円

公民分館用 2㎥まで 360円 180円

一般用

用途

税込み税込み
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旧久留米地区水道料金

口径 基本水量 基本料金

13㎜ 10㎥まで 750

20㎜ 10㎥まで 1,200

25㎜ 10㎥まで 2,480

40㎜ 無 6,000

50㎜ 無 13,600

75㎜ 無 32,000

100㎜ 無 62,500

150㎜ 無 124,000

200㎜ 無 270,000

250㎜ 無 313,000

税抜き税抜き

口径 水量区画（使用量） 従量料金

10 ㎥を超え 20 ㎥まで 150

20 ㎥を超え 50 ㎥まで 225

50 ㎥を超え100 ㎥まで 275

100 ㎥を超える分 325

1 ㎥から20 ㎥まで 150

20 ㎥を超え 50 ㎥まで 225

50 ㎥を超え100 ㎥まで 275

100 ㎥を超える分 325

40㎜～

250㎜

13㎜
～

25㎜
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旧久留米地区の逓増型料金

150円

100㎥を超える分1㎥あたり100㎥を超える分1㎥あたり

225円

275円

325円

51㎥から100㎥まで1㎥あたり51㎥から100㎥まで1㎥あたり

21㎥から50㎥まで1㎥あたり21㎥から50㎥まで1㎥あたり

口径13mm～25mmの場合
10㎥から20㎥まで1㎥あたり

口径13mm～25mmの場合
10㎥から20㎥まで1㎥あたり

使用水量の増大に対し
段階により高い単価を適用

使用水量の増大に対し
段階により高い単価を適用

口径25mmを超える場合
1㎥から20㎥まで1㎥あたり

口径25mmを超える場合
1㎥から20㎥まで1㎥あたり
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家庭用料金比較（２０㎥/月）

基本料金基本料金 従量料金
１０㎥分

従量料金
１０㎥分 合計金額合計金額

城島地区
一般用

城島地区
一般用

旧久留米地区
口径１３mm

旧久留米地区
口径１３mm

三潴地区
一般用

三潴地区
一般用

旧久留米地区
口径２０mm

旧久留米地区
口径２０mm

７５０円
787.5円（税込み）

基本水量１０㎥含む

７５０円
787.5円（税込み）

基本水量１０㎥含む

１，２００円
1,260円（税込み）

基本水量１０㎥含む

１，２００円
1,260円（税込み）

基本水量１０㎥含む

１，３８０円

基本水量１０㎥含む

１，３８０円

基本水量１０㎥含む

１，４４０円

基本水量１０㎥含む

１，４４０円

基本水量１０㎥含む

１５０円×１０㎥１５０円×１０㎥

１５０円×１０㎥１５０円×１０㎥

１７５円×１０㎥１７５円×１０㎥

１８０円×１０㎥１８０円×１０㎥

２，２５０円

２，３６２円（税込み）

２，２５０円

２，３６２円（税込み）

２，７００円

２，８３５円（税込み）

２，７００円

２，８３５円（税込み）

３，１３０円（税込み）３，１３０円（税込み）

３，２４０円（税込み）３，２４０円（税込み）

＋＋

＋＋

＋＋

＋＋

＝＝

＝＝

＝＝

＝＝



10

事業所用料金比較(５００㎥/月)
基本料金基本料金 従量料金従量料金 合計金額合計金額

城島地区
一般用

城島地区
一般用

三潴地区
学校・工業用

三潴地区
学校・工業用

旧久留米地区

口径５０mm

旧久留米地区

口径５０mm

１３，６００円

基本水量なし

１３，６００円

基本水量なし

１，３８０円
基本水量
８㎥含む

１，３８０円
基本水量
８㎥含む

１８，０００円
基本水量

１００㎥含む

１８，０００円
基本水量

１００㎥含む

１５０円×　２０㎥
２２５円×　３０㎥
２７５円×　５０㎥
３２５円×４００㎥

１５０円×　２０㎥
２２５円×　３０㎥
２７５円×　５０㎥
３２５円×４００㎥

１７５円×４９２㎥１７５円×４９２㎥

１８０円×４００㎥１８０円×４００㎥

１６７，１００円

１７５，４５５円
（税込み）

１６７，１００円

１７５，４５５円
（税込み）

８７，４８０円
（税込み）

８７，４８０円
（税込み）

９０，０００円
（税込み）

９０，０００円
（税込み）

＋＋

＋＋

＋＋

＝＝

＝＝

＝＝
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事業所用料金比較(1000㎥/月)
基本料金基本料金 従量料金従量料金 合計金額合計金額

城島地区
一般用

城島地区
一般用

三潴地区
学校・工業用

三潴地区
学校・工業用

旧久留米地区

口径75mm

旧久留米地区

口径75mm

３２，０００円

基本水量なし

３２，０００円

基本水量なし

１，３８０円
基本水量
８㎥含む

１，３８０円
基本水量
８㎥含む

１８，０００円
基本水量

１００㎥含む

１８，０００円
基本水量

１００㎥含む

１５０円×　20㎥
２２５円×　30㎥
２７５円×　50㎥
３２５円×900㎥

１５０円×　20㎥
２２５円×　30㎥
２７５円×　50㎥
３２５円×900㎥

１７５円×992㎥１７５円×992㎥

１８０円×900㎥１８０円×900㎥

３４８，０００円

３６５，４００円
（税込み）

３４８，０００円

３６５，４００円
（税込み）

１７４，９８０円
（税込み）

１７４，９８０円
（税込み）

１８０，０００円
（税込み）

１８０，０００円
（税込み）

＋＋

＋＋

＋＋

＝＝

＝＝

＝＝
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水需要状況の変化

18,526 18,634 18,860 18,798 18,819 18,876 18,825 18,714 18,785 18,750

2,749 2,668 2,622 2,543 2,497 2,482 2,406 2,357 2,302 2,257

3,734 3,626 3,435 3,409 3,376 3,270 3,202 3,066 3,043 2,918

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

8
年

度

9
年

度

1

0
年

度

1

1
年

度

1

2
年

度

1

3
年

度

1

4
年

度

1

5
年

度

1

6
年

度

1

7
年

度

大口径群

中口径群

小口径群

有収水量（千㎥）

25,010 24,928 24,917 24,750 24,692 24,628 24,433 24,137 24,130 23,925

平成８年度か
４．３％、

1,085千㎥減

平成８年度か
４．３％、

1,085千㎥減
旧久留米地区有収水量の推

有収水量（給水量の内、料金徴収の対象となった水量）有収水量（給水量の内、料金徴収の対象となった水量）
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調定金額の推移
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調定金額（千円）

調定（収入すべき水道料金を決定する行為，年６回）調定（収入すべき水道料金を決定する行為，年６回）

旧久留米地区旧久留米地区

元年度と１７年度比較
２.７％（126,041千円）減少

８年度と１７年度比較
７.７％（371,850千円）減少

元年度と１７年度比較
２.７％（126,041千円）減少

８年度と１７年度比較
７.７％（371,850千円）減少

消費税抜き消費税抜き
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口径群別割合比較

97.0

78.4

62.6

2.7

9.4

14.7

12.2

22.7

0.3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

調

定

件

数

有

収

水

量

調

定

金

額

大口径群

中口径群

小口径群

調定件数、有収水量、調定金額割合の比較調定件数、有収水量、調定金額割合の比較

旧久留米地区旧久留米地区 平成１７年度平成１７年度
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家庭用13mm（10㎥）料金比較
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（円）

42市平均
1,066円
42市平均
1,066円750円750円

2,060円2,060円

670円670円

城島地区　　　　　　　　　1,315円
三潴地区　　　　　　　　　1,372円
三井水道企業団　 　　　1,800円

城島地区　　　　　　　　　1,315円
三潴地区　　　　　　　　　1,372円
三井水道企業団　 　　　1,800円

平成18年8月1日時点（税抜額）平成18年8月1日時点（税抜額）
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家庭用20mm（10㎥）料金比較
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潟
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（円）

42市平均
1,426円
42市平均
1,426円1,200円1,200円

3,870円3,870円

670円670円

城島地区　　　　　　　　　1,315円
三潴地区　　　　　　　　　1,372円
三井水道企業団　 　　　3,550円

城島地区　　　　　　　　　1,315円
三潴地区　　　　　　　　　1,372円
三井水道企業団　 　　　3,550円

平成18年8月1日時点（税抜額）平成18年8月1日時点（税抜額）
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工場用75mm（1000㎥）料金比較
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（円）

42市平均
275,302円
42市平均
275,302円

348,000円348,000円

499,900円499,900円

141,060円141,060円

城島地区　　　　　　　166,648円
三潴地区　　　　　　　171,429円
三井水道企業団　 　191,800円

城島地区　　　　　　　166,648円
三潴地区　　　　　　　171,429円
三井水道企業団　 　191,800円

平成18年8月1日時点（税抜額）平成18年8月1日時点（税抜額）
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逓増度比較
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2.6倍
42市平均
2.6倍

1.02倍1.02倍

4.33倍4.33倍

平成18年8月1日時点（税抜単価）平成18年8月1日時点（税抜単価）

13mm(家庭用）の
基本水量内1㎥の料金と

１番高い水量区画の
1㎥の単価を比較

13mm(家庭用）の
基本水量内1㎥の料金と

１番高い水量区画の
1㎥の単価を比較
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口径別販売単価

133.37 163.37

254.07

320.40
340.21

352.20 357.60
343.19

0

50

100

150

200

250

300

350

400

13mm 20mm 25mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm

販売単価（円）

平均販売単価
184.54円

平均販売単価
184.54円

給水原価
170.31円
給水原価
170.31円

旧久留米地区（平成１７年度）旧久留米地区（平成１７年度）

平均販売単価
・給水原価は、
応援給水分を
除いて計算

平均販売単価
・給水原価は、
応援給水分を
除いて計算

13mm口径の有収水量が9,024千㎥、原価割れ額は333,347千円
20mm口径の有収水量が9,726千㎥、原価割れ額は67,498千円

13mm口径の有収水量が9,024千㎥、原価割れ額は333,347千円
20mm口径の有収水量が9,726千㎥、原価割れ額は67,498千円

給水原価との比較
13mm　　78.3％
20mm　　95.9％
25mm　 149.2％
40mm　 188.1％
50mm　 199.8％
75mm    206.8％
100mm　210.0％
150mm　201.5％

給水原価との比較
13mm　　78.3％
20mm　　95.9％
25mm　 149.2％
40mm　 188.1％
50mm　 199.8％
75mm    206.8％
100mm　210.0％
150mm　201.5％
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独立採算制の原則

水道施設の
整備・維持など
必要な経費

水道施設の
整備・維持など
必要な経費

お客様からの
水道料金

お客様からの
水道料金

地方公営企業法
第１７条の２第２項

地方公営企業法
第１７条の２第２項

経費経費 収入収入

経営に伴なう経費は
経営に伴なう収入をもって充てなければならない

経営に伴なう経費は
経営に伴なう収入をもって充てなければならない

水道事業は独立採算制
運営･設備に関する費用などは全てお客様からの

水道料金によってまかなわれています

水道事業は独立採算制
運営･設備に関する費用などは全てお客様からの

水道料金によってまかなわれています
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料金設定の仕組み

原価の適正な
配分

原価の適正な
配分

生活用水への
配慮

生活用水への
配慮

水道料金の設定水道料金の設定

総括原価の算定総括原価の算定
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料金体系

総括原価を水道使用者へ賦課配分する方法総括原価を水道使用者へ賦課配分する方法

個々のサービスの
供給に必要な
原価に基づいて

料金を設定する考え方

個々のサービスの
供給に必要な
原価に基づいて

料金を設定する考え方

個別原価主義個別原価主義

個別原価主義の例外
として、小口径群について
原価の一部を基本料金に

配賦しないなど
軽減措置を実施

個別原価主義の例外
として、小口径群について
原価の一部を基本料金に

配賦しないなど
軽減措置を実施

生活用水への配慮生活用水への配慮

水道法の立法趣旨水道法の立法趣旨受益者負担の原則受益者負担の原則
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今後の審議項目

一部料金制一部料金制

二部料金制二部料金制

定額制定額制

従量制従量制

基本料金基本料金

従量料金従量料金

用途別用途別

口径別口径別

基本水量有基本水量有

基本水量無基本水量無

基本水量有基本水量有

基本水量無基本水量無

均一型均一型

逓増型逓増型

逓増逓減型逓増逓減型
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